
 

 
  

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

新宿区都市計画部住宅課居住支援係  〒160-8484新宿区歌舞伎町 1-4-1   ☎03-5273-3567 

 

 

単身高齢者の

入居に伴う 

 

  本助成制度のご利用にかかる主な条件は以下のとおりです。詳しくは下記の担当までお問い合 

わせください。 
１ ご申請いただける方 

   次に掲げる方を対象とする入居者死亡保険料を支払う家主、不動産会社または入居者 

・民間賃貸住宅に入居する 60歳以上の単身世帯の新規入居者 

・住宅セーフティーネット法上の登録住宅に入居している 60歳以上の単身世帯の方 

２ 助成金額と助成期間 

1住戸あたり年額上限 6,000円で最長 10年間 

 ３ 助成対象の主な保険商品 

   ・入居者死亡保険 

   ・火災（家財）保険のうち、残存家財整理費用等をカバーする部分の保険料 

４ 申請期間 
   随時受け付けております。申請期限は、保険料の助成を受ける資格を備えた日から 1年間となりますが、詳し

くはお問い合わせください。 

 ５ 主な必要な書類 
・保険証券 

・保険料の支払を証するもの（領収書等） 

・60歳以上単身者の入居を証するもの（賃貸借契約書の写し等） 

 ６ その他 

家賃等債務保証料への助成制度（入居から最長 10年間）を実施しております。併せてご利用ください。 

 

◆ 主な条件 

新宿区では、家主の方が高齢者の入居受け入れの際に抱える入居者死亡へ
の不安を取り除くため、残存家財整理費用等をカバーする保険費用を助成し
ます。 

 
申請者負担 
1,000円 区の助成 6,000 円 

名  
称 

交 付 内 容 交付対象 交 付 額 交付期間 

家賃低廉化補助 
契約時に月額家賃から減額していただいた２万円
分を補助します。 

賃貸人 月額２万円 最大２０年 

入居者死亡事故
保険補助 

入居者死亡時の家財処分や修繕等を、保障に含む 

少額短期保険に係る保険料の一部を補助します。 
被保険者 最大６千円 

最大２０年 

（予定） 

家主成約謝礼金 成約時に謝礼金を支払います。 家 主 
１件当たり 

５万円 
成約時 

 

残存家財の整理費等

の保険料を助成します 

【例】保険料 7千円の場合 

 

１ 家主の方 
火災保険の特約で追加される商品がありますので、まずは加入済みの保険会社に直接お問い合わせください。 

２ 民間賃貸住宅へ入居される方 
入居の際に加入する火災（家財）保険の特約で追加される商品があります。入居を申し込まれた不動産店へ直

接お問い合わせください。 

３ 少額短期保険会社の入居者死亡保険 
残存家財整理費用等の補償を主目的とした単独保険商品があります。 

◆ 入居者死亡保険について（お問い合わせ先など） 

https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/apply.php
http://www.safetynet-jutaku.jp/docs/manual_ag.pdf
https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/

